
且力一ペンターとシェフィrルド

の煤煙公害

工　　藤　　雄　　一

　現代世界において，我々の国が公害の最先進国であるということは，もはや

世人周知のことに属するであろう。（この面での最先進性は，日本資本主義が他

の先発資本主義にくらべてその発展の開始がかなり遅れたということからくる

資本の後進性・前期性と，裏腹の関係にあるが。）そのことの格好の証拠として

我々は，日本のチッソ水俣病が今や“Minamata　Disease”で世界的に知られ，

通用するようになったということを挙げうるのである。さて・では・一体歴史
●　　●　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フルリ●7

的にはどこの国が公害の先進国であったのだろうか。それは，資本家的生産様

式や市民社会（b廿rgerliche　Gese11schaft）が世界史上最も早く成立したイギ

リスであった。そして，イギリスは，産業革命期・産業資本確立期を経る過程

で，更にそれ以後の歴史的過程においても，不断に各種の公害に直面してき
ω　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〕

た。その一つは，煤煙公害（Smoke　Nuisance）であった。我々は，イギリス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1訓
煤煙公害防止運動史を扱った川村紹雄氏の論文を既に学的共有財産としてもっ

ているが・そこでは全く言及されるところがなかったものに，シェフィールド

（1〕宇井純・宮本憲一・宮脇昭r公害・原点からの告発』，講談社，1971年，73－79

　頁。

（2）Nuisance概念の歴史的変遷については，矢頭敏也「英米法におけるニューサソ

　ス研究への序説←眉」r早稲田法学』，第31巻3・4冊，1956年，355－404頁；第32巻

　1・2冊，同年，135－224頁。

（3〕川村紹雄r主として法規上から見た英国のばい煙運動史」r燃料及燃焼』，第25巻

　第3号，1963年，29－65頁。
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　　　　ω
の煤煙公害がある。その煤煙公害とそれの除去に努力した市民達について，私

は時代的にはほば1889年に焦点を絞りながら，以下で若干の歴史的叙述を試み

　　　　　　　　　㈲
ようとするものである。

　このシェフィールドの煤煙公害を撲滅すべく，1880年代後半に，民主主義の
　俺〕

詩人エドワード・カーペンター（1849－1929）と彼の社会主義者集団は，反公

害闘争を提起した。その際に，彼らは煤煙公害をどう認識していたか。具体的

に煤煙公害はどのような現象形態を示し，動植物や人間にいかなる影響を与

えたか。それは社会科学的（体制面・価値面）にも，自然科学的（素材面）に

も，何によって惹起されたか。どんな方策をとれば，公害は除去されるのか。

工業家，自治体当局，司法当局，労働者及び被害者（その大部分は賃金労働者

であろう）は公害という社会的現象に直面し，その除去につき各々どのような

態度をみせたか。ビクトリア後期イギリスの反公害闘争者に現代日本の反公害

闘争者が対時したら，彼の公害観・公害認識はどうみえてくるか。この観点か

ら，それを以下で検討してみたいと思う。

1．紙上キャンペイン

（1）問題の提起一1885年5月23日付書翰

　カーペンターは，反公害闘争の一環として新聞への投稿による世論喚起を謀

　　　　　　　　　　　　　ω
った。彼はシェフィールド近郊から，強力な地方自由急進主義の傾向を看板と

　（4）1830年から煤煙公害の存在が指摘されていた（S．Pollard，λ〃5彦〃ツ。ゾエα一

　　6omγ切Sゐ色プ刀e’”．Liverpoo1．1959，p．13．）。

　（5〕資料は都築忠七先生所蔵のCarpenter　Collecti㎝のコピーを更に複写したも

　　の。記して，先生に謝したい。その書目として，Sheffield　City　Libraries，

　　λ励舳。鮒ψ伽。グ〃m76C〃力m〃：λα〃。ξmoゾδoo后∫，mα舳∫cか
　　まs，2e〃〃5，eκ．む伽6αあ。〃〃m〃C〃力en〃〃肋eC〃力m去〃Co〃e－
　　cれ。mづm’ゐe　Deカαれm2m圭。／ム。c〃∬isま。rツ。∫f此e　Cem〃α互L肋rατツ　〔with

　　a　portrait，pp．ix83．〕．Sheffield，1949。上記図書館へ申し込めば，現在でも

　　送料共£O．93で入手可能。

　（6〕最近彼は「批評家」rホモセグシュアリスト」として紹介された（rE．M、フォ

　　スターの問題の遺著が出版」r朝日新聞』1971年12月6日夕刊）。

　（7）Mi11thorpe　ne註r　Homlesfie1d．ここへ1883年に居を定め，1922年まで住んだ

　　（E．Carpenter，MツDψsλ〃6D7mms，London，1918，p．l12；Sheffield
　　City　Libraries（以下でS．C－L．と略），oク．c〃．，p．vii．）。
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した自由党系地方紙〃e　Sゐe〃4e〃∫maeクemaenサ（以下で5∫と略）の編集
　　　　　　　　　帽〕
者リーダー（Leader）へ書翰を寄せた。それは，同紙の89年5月25日号の通

信欄に“SMOKY　SHEFFIELD”と多分編集者により題され，掲載された。

　その申で注目すべき論点は，いくつかある。それは，第一に，①近代的な改

良炉の採用②煤煙公害に関する旧条例の施行と新条例の制定とによって，公害

を防止しうるとしている点である。①については，本稿でみるかぎり，近代の

科学技術に対する一種の信仰をカーペンターが持っていたと言いうるように思

われる。あるいは，正当に，公害を防止しうる水準の技術であったとすべきで

あろうか。②は，後述の民衆講義でr単なる茶番」と断定される。第二に，公

害の根因として社会科学的に，というよりも社会批判的に一握りの人々（製造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1副
業者）の致富欲を指摘していることである。従って，煤煙公害を自然的現象で

なく経済的社会的現象と観ているということである。その書翰申のrその富を

煤煙によって得ている」という言葉は，現代日本で戦後の，特に昭和30年代の

自然と人間を破壊した高度な経済成長は教育程度の高い良質の低賃金労働によ

ってだけでなく公害のたれ流し・吹き流しによっても達成されたと言うことと

本質的に同義であると，私は解する。既に1889年代に，このことが，カーペン

ターこよって把握されていたのである。しかし，この文中で，彼は公害の原因

を自然科学的に究明していたい。つまり，汚染物質を分析していないのである。

これは次の書翰の論題に属する。第三に，煤煙公害の影響として，自然の破壊

と人問の破壊（具体例は呼吸系や神経系の病気やそれによる死亡）と都市環境

の悪化を認めていることである。ここで見るかぎり，後述のものをも含めて，

彼の書翰には，下水道・水供給・道路舗装等の都市問題の問題として具体的な

言及はほとんど見られない。このことは，彼がこの方面に無関心であったこと

　｛8）　PoIlard，oヵ．c〃．，p．120．

　（9〕カーペンターはマルクスの剰余価値の理論を彼なりに理解し肯定している（Ca＿

　　rpenter，o力．c〃．，p，140．）だけに・抽象的に社会科学的に産業資本の蓄積運動の

　　惹起するものとして公害を把握していたい点は，彼の社会思想・社会主義を解明す

　　る上で一つの鍵とたるであろう。私は見ていないが，“The　Value　of　the　V31ue

　　Theory．”，τo，0”ツ，June1889（Carpenter，oク．c〃．，p．140，note　l；S・C．

　　L．，oク．c〃．，P．17．）。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かI｛
を意味しない。最後に，製造業者や彼らを庇う煤煙検査官を痛烈に批判してい

ることである。この書翰では，公開民衆講義において適切に易口挟された産業資

本・地方行政権力・地方司法権力の公害をめぐる醜悪た三位一体的野合の指摘

と批判は，存在しないのである。

　その文章の調子は激しく詩的でさえあり，人々の心を揺り動かす迫力と説得

力をもつ。しかしながら，つまるところ，製造業者（産業資本家）と自治体当

局の自発的責任感と良心に一訴えようとする姿勢は目立つのである。当然に，問

題提起の時点では，このような論旨の展開の構えと発想の仕方をとらざるをえ

なかったことは，十二分に掛酌されるべきではあるが。公害の解決に当っては，

第三者を介さずに加害者と被害者が直接に交渉すべきだという現代日本の反公

害闘争の大原則からして，当然にこの発想は問題視されるであろう。

　　　　　　　　　㈹
　（2）市民の反響

　さて，この問題提起・煤煙公害の告発に対し，シェ7イールド市民は，どの

ように反応したか。彼ら及び彼女らは，総じて，よくぞ我々が日頃言いたいと

思っていたことを主張してくれたとぱかり，双手を挙げて歓迎し賛同したので

ある。そのような人々の中で，カーペンターに答えて最初にS∫へ投稿してき
　　　　　　　　　　　　ol〕
たのは，実に興味深いことに、二人の婦人であった。TOWNSWOMANは女権

論者・運動家であるらしく，婦人・労働者問題を踏まえ，それらと不可分た問

題として煤煙公害を論じた。彼女は，問題提起者に対する個人的義務感から投

書したのである。終りに，彼女は，煤煙消費が町の人々から職を奪うなら，

雇用主にそれを強要することは邪悪であろうと言い，r多分，編集者氏，貴方

は，市民の集会がその問題を考えるために召集されるべきであると示唆なさる

でしょう。私は，貴方が人々の利益を深く心に掛けて下さることを確信してお

㈹　資料はすべてカーペンターによって切り抜かれた新聞（紙名は不明，恐らくs∫）

　の諸断片。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がさ症しω　現代日本で，例えば，大阪セメント進出阻止闘争で勝訴した大分県臼杵市の風成

　地区でも，新全総の一環としてのむつ小川原工業開発に反対して続けている青森県
　か4き土　　るつ　　しよ

　上北郡六ケ所村でも住民闘争の原動力は婦人であった（r朝日新聞』1972年1月29

　日，同年2月12日号）。
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ります。」と娩出的に帽喝している。このことから，この女性は中産階級に所属

したと推される。結局，それは製造業者（中産階級）の利益を図ることになる

からである。

　次に，5月27日付で投書した他の婦人工ミリ・スワンは，その投函地が軽工
ω　　　　　　　　　　　蝸
業労働者区ウォークリであるところから，労働者の妻であつだろうと思われ

る。彼女はr真理の精神が抑えられず，スノウドロップやクロッカスのように

霜の降りた固い大地を突き破り，咲かねばたらないし咲くであろう時が諸国民

の生活において来ることがある。」と，カーペンターのr堂々たる手紙」を読ん

だ時に，感じたという。そして，彼女は早く公害が除去され，子供や自然が回

復することも強く望むのである。

　5月28日付で投稿したE．E．ホリデイは，一部の衛生委員は煙による汚染

を強く意識しており，衛生当局が治安判事裁判所（magisterial　bench）で公

正な支持を得ていたいという見解を抱いている，と伝えた。彼は個人的に，カ

ーペンターに彼の時宜を得た痛打の故に感謝したのである。これは，わずか10

行の投書であった。

　J．スケチリの5月28日付投書は最も長く，冒頭でカーペンターの公害告発

に感謝している。彼がr謹も大気を汚す権利をもたない（No　one　has　a　right

to　befoul　the　atmosphere．）」ときっばり言い放って製造業者を批判した点

は，他の投稿者に比して抜群にきわだっている。私には，この宣言は，現代の

　　04
「環境権」を打ち出した米法の背後にある人民の権利意識の大きな歴史的潮流に

どこかで違っている，と思われてたらない。我々日本国民の日常生活の中で，

このような言葉が，すぐ口を突いて出るだろうか。そしてまた，都市問題自体

と，それと公害問題との緊密な関連とを明晰に論じ分析しているのも，彼であ

る。この点で，紙上キャンペインの範囲内でみるかぎり，カーペンターより優

れていると言えよう。イギリスの大都市外部に住む人々は，内部に住む人々よ

　㈱　ボラードの言う意味での軽工業。彼はシェフィールド鉄鋼業をlight　trades

　　とheavy　tradesに分ける（Po11ard，oク．〃。，p－vii，Ch．r皿。）。

　｛1勧　PoIlard，oρ．c〃．，PP．89－90．

　O④高柳信一rミシガン州環境保護法」r公害研究』，第1巻第1号，1971年，55－57頁。
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りも充分な健康だけでなく，長い平均寿命をも享受していること。これを，彼

　　　　　　　　　　　　　　蝸
はチャドウィックの1842年報告書と登録所長富の第25次報告書の数字例を挙示

して論証した。また，彼は社会問題の解決に婦人が果す役割の重要性を主張し
　　　　○緕
たのである。

　恐らくs∫の社説と覚しき新聞断片は，先の婦人の要望に答え，公害被害者

の集会よりも加害者のそれの開催が望ましいと示唆した。更に，この記事の筆

者は，公害問題の解決策を，反公害闘争の先頭に立つ指導者（この社説は彼を

十字軍遠征のPeter　the　Hermitに擬した）の大活躍と，製造業者の損得勘

定に基く社会的責任の自覚に求めたのである。つまり，同紙自体は公害反対運

動の中立的媒体の役割に終始しようというのだ。ここに，s∫の地方自由急進主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
義的新聞としての限界が暴露された。こういう点こそ，のちにカーペンターに

よって常に無意味なことを書いているとあからさまに侮蔑されたのであろう。

　そしてまた・6月5目の新聞断片によれば・リーズには過度の煤煙を出した

かどで召喚された人々に罰金を課した有給治安判事がおり，リーズ鋼業会社が

この違反のためにその判事の前に引き立てられた時に，鋼製造では煤煙の発生

は不可避であり，もしそのような起訴が企てられたならば，鋼業はシェフィー

ルドを去るであろうという公害企業弁護論が出された。こういったところをみ

ると，公害企業の居直りや高姿勢は，洋の東西を間わず，いずこでも同じらし

いのである。

　5月29日付の投稿で，キャサリン通りのBELIEVERは，彼の家族が煤煙公

害を甚しく被っていることを伝え，その早急な解決を願った。なぜ，この公害

被害者が公害発生者＝加害者と直接に自主的に交渉し被害を喰い止めようとし

㈹　Edwin　Chadwick，灰e力〃i　om肋25αm〃〃ツCom励〃moゾ肋2五αあ。m伽ξ

　Po力。〃〃舳。グ0伽f〃〃。肋，1842，ed．，with　an　introduction　by　M．W．

　Flin11，Edinburgh，1965．

㈹　カーペンターもそうであった。彼によれば，the　modem　Woman’s　Move－

　m㎝tは1870年代中葉から形をとり始め（Carpenter，o力．c〃．，p．81．），the　Wo－

　man’S　MOVementは既に社会の再組織に大きな影響力をもちつつある運動であ

　った（C．，o力．o〃．，P．98．）。

㈹　1897年6月29日付書翰，S∫に掲載。
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なかったのか。当時のイギリスでも，この種の泣き寝入りする被害者が多かっ

たし，それが常態であったのだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　○葭　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
　トーマス・カーバットは，重工業労働者地区アッタータリフ発5月29日付投

書で，カーペンター書翰の趣旨に心から賛成し，煤煙消費の科学的方法（手に

よる燃焼法）を披渥した。

　6月6日号のS∫紙上でENGINE　TENTERは，富と権力のための競争が

健康にとって何が最善であるかを考える時間を彼らに残さないことを危惧し，

先の投書者のいう科学的方法を支持した。そして，彼は煤煙公害の原因をより
　　　　　　　良。
多くのボイラールームの大欠如に見出したのであった。

　最後に，ST．GEORGEなるセント・ジョージ街の一住民は，6月6日号の

Sτに載った6月1日付の投書で，彼が被っている煤煙公害の実態を告げ，一

部の法制定者は（この場合には法破壊者であるが）公害発生者が罰せられるの

を妨げるべきでたいと明言したのである。

　これらの市民の反響を踏まえて，カーペンターは次の手紙を草した。

　（3〕中間報告　　1889年8月13日付書翰

　既述の5月23日付書翰では，公害除去の手段として改良炉と法律が挙示され

ていたが，それぞれ具体的には論じられていたかった。この論点について，鉄鋼

業資本家は公害防止の技術が現存するにも拘らずそれを用いて公害を無くそう
　　　　　　白1i
（「社会的費用」を内部化：発生者負担しよう）としたい怠惰た姿勢を指弾する

ために，89年8月13日付書翰をカーペンターは保守党系地方紙〃e　S加ノカe〃

㈹　㈱を参照。

（1勃　Pollard，oカ．c〃．，PP．89－90．

㈱　工場内の公害発生源は，一つのボイラーに付属した二つの炉（furnace）てあっ

　た。

ω　公害を経済学的に規定すれば，次の通り。公害は外部不経済＝社会的損失であり

　企業の経済活動に伴って発生し，資本のコストに算入されず，社会あるいは自然の

　負担や犠牲にたっている損失のことである。このうち，貨幣的に計算しえず絶対的

　に補償しえない損失は絶対的損失，他方貨幣的に計算しうるしその大部分は貨幣的

　に補償しうる損失は相対的損失＝社会的費用，と呼ばれる（宇井・宮本・宮脇，前

　掲書，164－169頁；宮本憲一r社会資本論』，有斐閣，1967年）。
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　　　　㈲
τeZeμα〃の編集者へ送った。それは“THESMOKENUISANCE．”と題

され，8月15日号の同紙に載せられた。

　そこで，初めに，彼は，公害防止装置たる改良炉を備え付けた・ロソドソに

ある工場を自ら実際に訪れ，充分に調査したことを告げた。この書翰全体が，

彼の見聞を基盤にしており，公害研究（防止）の技術学的工学的側面を扱っ

た。このことから知られるように，彼は行動の人であった。現代日本の公害研

究者の諸原則の中に，実際に公害の現場へ行き公害状況総体を把握する「現場

主義」の原則があるが，ビクトリア後期の彼も，この原則の忠実な実行者であ

ったのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
　ここで例示された公害防止器機は，ピカの自動給炭装置（mechanical　stok－

er）であり，類似の器機の製造者にはリース（Leith）のシンクレア，マンチ

ェスタはチェダトソのマクトウガル，そしてボウルトソのカスがいた。この防

止器機の一般原理は同一であり，大略次の通りであった。燃料（石炭）は，炉

　　　　　　　　ろう　と
の上に備置された漏斗から機械的作用により絶えず少量ずつ投下され，炉戸

（fire　door）の丁度うしろの火格子の上に落る。そこから，火棒（fire　bars）

の自動的運動がブリッジに向って燃料を緩慢に運ぶ。燃料が火棒の端へ達する

時までに，それは灰になっており，灰落し孔におちる。勿論，漏斗からの供給

の速度と，火棒に沿った燃料の移動のそれは，必要に応じて調整される。この

原理に基いて製作された機械は，四つの利点をもつ。すなわち，それは，第一

に，燃料が炉戸を開くことなしに絶えず投じられること（急激た冷却がないこ

と）である。次に，煤煙は煙道へ達する前に白熱した塊の上を常に通らねばな

らず，従って消費されることである。第三に，炉棒の移動は，焼塊化を妨げ頻

繁な清掃の必要を省くことである。最後に，手を使う燃焼方法により普通のボ

イラー用石炭（Steam　Coal）から得られるのと同じ佳良い結果が，この方法に

よっても粉炭から得られることである。総じて，経済と無煙が達成されること

㈱編集者はレング（W．C．L㎝g）（Po11ard，oヵ．c〃．，p．103）。

㈱　ファース・カレッジ講義ではランカシャのアールズタウソ（Earlstown）の業

　者。
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である。このような諸利点をもつ公害防止器機は，ボイラー当り約100ポンド

以上もかからず，工場の固定資本の価値額に比すれば単に名目的な額にすぎな

いのであった。

　以上は，公害防止の技術的可能性についてである。以下は，それの行政的法律

的側面に関してである。公害防止の主要た障害は，煤煙の発生に利害関係をもつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳4
あるいは自らがもっとみたす人々から大部分たるタウソ・カウンシル自体と，

その友人たる製造業者を告発したがらない治安判事の奇妙な態度とであった。

ここに，市政と司法の民主的変革に対するシェフィールド市民の要求が正当化

される根拠があった。公害防止の技術的可能性とたいした金のかからないこと

が証明された今となっては．防止手段の有無を知らないとか金がかかるとかは．

公害防除の努力を怠る十全た口実と全くなりえたい。こうたたみ掛けて，カー

ペンターは工業家や自治体や地方司法当局に公害防止の実行を迫るのである。

　次に，二つの提案が行なわれた。それは，まず第一に，タウソ・カウジシル

の保健委員会は，煤煙防止の可能性や装置の費用・効率に関する疑いを一掃す

るために，それらを調査する3，4人から成る小委員会を設置することであっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
た。第二に，煤煙公害に関する厳格な条項をもつ公衆衛生法を施行することで

あった。さもたくば，私的諸個人が地方自治省（Local　Govemment　Board）

へ上訴し委員（a　Commi・・ion・・）を派遣してもらい，シェフィールド市政を

監査してもらうと，カーペンターは威嚇している。

　最後に，ボイラーやあらゆる種類の暖熱炉やのための他の方法が存在するこ

と，そして今表面化しつつあるガス燃焼の大問題が別個に論られるべきことが

指摘された。

　上述のことからうかがえるカーペンターの公害解決に対する姿勢は1あくま

㈱　1869年までに労働者階級が選挙人の多数を占めたが，タウソ・カウンシルは依然

　としてほとんど排他的に中産階級の機関（a’middle－class　body）であった

　（Po11包rd，o力．c〃．，p．120．）。

㈱　1875年公衆衛生法。それまでの汚染防止法の申で最も優れたもの。地方当局に多

　くの強力た権限を賦与し，その後の煤煙防止に関する法律一1926年公衆衛生（煤煙

　防止）法及び1936年公衆衛生法の基礎とたった。川村，前掲稿，40頁を参照。
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でも既存の諸制度によって，かつ，その枠内で公害絶滅を期そうとするもので

あった。そこに，この時点での反公害闘争者としての彼の限界があるように思

われる。

　（4）総括一1889年10月27日の土曜公開民衆講義

　既述のことすべてを整理したもの，それこそ，89年10月27日土曜の夜にシェ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
フィールドのファース・カレッジでr煤煙公害一その原因と矯正一」とい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉
う主題の下に行なわれた講義であった。演題が最近大きな関心を呼び講師が問

題の提起者その人であっただけに，大講堂は満員であった。

　その講義で，彼は開ロー番r人が運命に屈するのと同じように，人は慣習に

従う。」という格言を引いた。彼によれば，シェフィールドの大気の煤煙汚染を

甘受して，ほとんどそれを除去する努力をせずに市民の頭を下げさせたもの

は，数世紀の慣習であった。しかも，煤煙はいわば必要欠くべからざるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しるし（breath　of　our　nostrils）どたり，一部の人々はそれを繁栄の徴と商業的成

　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
功の広告として誇ってもいたのである。ひるがえって，我が国でも，明治以来
　　　　　　　　　　　　　鯛
このようた事情が存在してきた。

　この講義で，前述の2書翰では論じられなかった煤煙公害に関する自然科学

的考察が，与えられたのである。それによると，煤煙は固形成分と気体成分を

含有する。前者は，黒い煤・アンモニア諸塩・灌青あるいはタールから成る。

これらのうち，最初のものは普通rブラック（black）」と呼ばれ，それは人の

顔にぶつかり鼻の上に落ちてきたり，時には雨のように通りに降り注ぎ，また

⑫③　新聞書己事“THE　SMOKE　NUISANCE1ITS　CAUSE　AND　CURE”，紙名不

　明，October28．1889．Carpcnter，oク．c〃．，p，328；S．C．L．，o力。c仏，pp．

　16－17をも参照。

⑫⑦　カーペンターは筋肉労働者の中で生活することを欲してCambridgeのFe11－

　owを辞任しCambridge　University　Extension　Lecturesの講師（天文学）

　として北部諸都市を巡回し，それからも社会間題等について各地で講演Lた（Ca－

　rpentcr，0ψ．c”．，p．78，Ch．］V．，XIV）。

㈱　“They（Northerners　and　Midlanders）were　proud　of　thc　soot　and

　smoke　in　which　thcy　drentched　the　cities　in　which　thcy　mado　thcir

　money．”，E．J．Hobsbawm，∫m〃5卿m6亙m伽，p．156を参照。
⑫勤　都留重人編『現代資本主義と公害』，岩波書店，1968年，16頁，30頁。
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他の時には雨と混って，衣服・顔・公共建築物・偉人の彫像を陰うった色に染

る。その上に，rブラック」は，肺へいく途中の空気通路を塞ぎ，充分な量で

あれば肺そのものをも塞ぐ。煤煙の気体成分を固体成分から分離すると，先述

の五つの物質は有毒であり，既存の状態の下では急速に空中へ消散せず，煤煙

によって地表へ落ち，鼻孔を刺戟し，活力を低下させる。煤煙のうち，炭酸と
　　　　　　　　　　　　色。
亜硫酸のみが真に必要である。それらを吸収する煤によって地表近くへ留保さ

れなかったならぼ，迅速に空中へ拡り，ほとんど不便宜を惹起しない。

　こう分析した後に，カーペンターは煤煙のもたらす諸弊害を列挙する。すな

わち，①人間や動物の窒息。②様々な病気，就中，呼吸器官のそれと，日光の

不足によって併発した神経組織の病気。③視力の損傷・道路事故の被害等々。

④建築物や衣服等の損害。これは巨大だが，評価しがたい。⑤毎年放出される

数千トンの不完全然焼の石炭一絶対的浪費。moral　ev11sのうち，以下は貨

幣で評価されない。⑥大都市の意気消沈・活力低下・神経系や呼吸系の消耗に

帰因する飲酒の増大。⑦貧民の生活悪化，彼らの周囲からの明るさと日光の除

去，うすぎたないコートやアレイに住むことを余儀なくされている彼らの運

命。⑧人間生活における最も貴重たものの一つである自然のあの至高美の煤煙

による破壊。

　上の指摘から，万物を数量化して表現せねば満足しない性癖を身に付けてし

まった我々は，単に物質的弊害だけでなく，mOral　eVilSをも彼の公害論の対

象としえ，それらは貨幣で計りえないとしたカーペンターの公害認識の広さと

深さに瞠目するであろう。それは，計量化思考・数字信仰に毒された思考片輪

の多い昨今であるだけに，なおさらのことである。

　更に，カーペンターの気象学的考察によれば，イングランドの気候は，その

　　　　　　　　　　的
地が“merrie　England”であり日光と花であふれていた1目き良き時代に常で

あったほど好順でなく，雨・雲・寒気・霧はかなり増してきた。r我々がそう

⑬①筆者にはたぜ必要なのか理解できない。

制　“SUNSHINE　AND　COAL”By　E．C．〔cutting　from〔τ加刀α〃ツ〃ms，

　May28．1921．にも“merrie　Eng1and”が引かれる。
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したのだ。」（聴衆の拍手）しかし，それは矯正しうる。現代の科学的技術知識

によって，既存の方法と装置によって，煤煙の公害は破棄される。このこと

は，カーペンターの固く信ずるところであった。

　次に，講師は技術の歴史を迫り，1785年にジェイムズ・ワットは煤煙を消費
　　　　　　　　　　　　鯛
するボイラー炉の使用を示唆し，30年前にジュークスは煤煙消費装置（coms－

umer）を製作しており，自動給炭装置はそれの改良であると主張した。先の

8月13日付書翰で挙げられた諸種の公害防止器機について詳細に再論し，ここ

で新たに，全く煤煙を生じたいガスによってボイラーを燃すジーメンス法（Sie－

menS　SyStem）と，個人住宅を暖房する他の諸方法とを説明している。人々

は，数年たてば，現代の燃焼方法の汚たらしさ・無駄・無効性に長く我慢した

ことを不思議がりながら思い出すことは確かである。こう未来を空想したので

ある。

　最後の論点は法であった。この時点のカーペンターにとって，いくら公害規

制条例が成立しても，それらの施行はr単たる茶番（mere　farCe）」にすぎな

かったのである。そのようた公害条例があっても，大部分製造業者から成るタ

ウソ・カウンシルは，彼らによって任命された煤煙検査官の怠慢を目くばせ

し，助長しさえした。更に，有給治安判事は有罪判決の場合に，罰金を払わな

ければならない人々の富を考慮して，名目的たものにすぎない罰金を課しただ

けであった。やはりここで重要なのは，立法は単なる茶番だと彼が言い切って

いる点である。この点に関連して，現代日本では，公害規制法がかえって公害

是認法におとしめられている事実を想起するだけでも，この断定は納得されう

るのである。現代的な響きすらもつのである。

　結局，公害は無用のものであるという意味のことを鋭利に論じ，彼の講義を

終了した。この間，終始，聴衆は拍手，また拍手の有様であった。C．Alグッ

ドハート師は立って講師に謝し，煤煙に長く我慢してきたことを遺憾としたの

であった。アルフレッド・テイラー氏は，提出された決議（公害反対の決議？）

㈱Watt　to　De　Lue，10th　September，1785（ArchbaId　and　Nan　L．Clow，

　丁乃e　C乃em毒。〃Rem〃〃。m，London，1952，p．113．）．
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に賛成し，議事が尽きた。

　公害の実態・原因・解決に視座を定置して，ひとは上の講義から煤煙公害の

総体的分析の成果（カーペンター個人におけるr学際的協力」の成就）を看取

しうるといってよい。彼の講義は，それだけの質と量を内包していたのであ

る。ほとんどあらゆる点で，彼の主張は鋭角的で適確である。それは，彼の発

言のたびに大入り満員の聴衆から拍手喝果が沸き上ったことから，知られる。

ただ，欠けているものがあったとすれば，それは一般市民のための反公害闘争

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
の運動論・組織論であったろう。しかし，我々は，カーペンターの後年の回想

から彼及び彼の属した社会主義者集団の公害闘争の組織論・運動論の一端を知

りうる。以下で，それを見てみよう。

2．街　頭　扇　動

　当時のシェ7イールドの社会主義者集団は，煤煙公害の撲滅を市議会（City

COunCil）や地方住民に精力的に訴え始めた。カーペンターの信ずるところに

よれば，彼らは煤煙公害の諸弊害の除去に取り組んだイングランドで最初の諸
　　　　　　　　㈱
団体の一つであった。それでは，街頭で彼らはどのようにして市民に働きかけ

たのか。彼らは一つのテイブルを通りに持ち出し，小さた演説を行ない，リー

スリヅトやパソブリヅトを配った。このようた社会主義者達の公害撲滅の呼び

掛けに対して，当時の労働者はどのようた態度をとったか。労働者は彼らの活

動をもっとも潮ったのである。すなわち，r彼ら（カーペンターら）は，我々

が煙（Smoak）たしに済ませることを欲している。しかし，我々は，煙だし

に，どうして生きていけるのか。　もし煙がたければ，工業（Tra－ade）もな

㈱　⑬Dを参照。r（1921年から）30年以上前に」煤煙公害に取り組んだrシェフィール

　ドの我々の社会主義者集団」とは，ハインドマンと社会民主連盟　（Hyndman

　and　the　S．D．F．）から別れてthe　Socialist　Leagueを結成したモリス（Wi－

　lIiam　Morris）の，シェフィールド来訪の結果1886年3月上句に創設された。ur

　Sheffield　Socialist　Society（少数の社会主義者達や進歩的急進主義者あるいは普

　通の男女労働者から成る）のことか。S．S．S．はそれから5，6年間活動した。参

　照Carpenter，o力．c〃，Ch．㎜．

㈱　1880年代から各地で民間の煤煙防止運動が勃興した（川村，前掲稿，44－46頁）。
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い。」と。カーペンターらは，苦労しながら，公害をあたかも自然現象のように

みなす労働者のこの抜き難き偏見を打破し，Smoak　and　Tra－adeでた＜No

Smoke　and　Tra・adeが可能であることを彼らに納得させていったのである。

ビクトリア後期シェフィールドの労働者の公害認識は，かくの如くであった。

3．闘争の成果

　これまで述べてきた一連の公害闘争によってシェフィールド社会主義者達

や勤労民衆は，いかたる成果を獲得したか。彼らは同市の煙害を撲滅し，

　　　　　　閥
Black　Sheffieldの汚名を返上しえたか。それについて，カーペンターの言う

ところを聞こう。r私は四方八方で，大気の改善された状態について町の中央

に住む人々から感謝の言葉を聞く。たった昨日，バイバソクの近くで，知るよ

しもない・多分シェフィールドの煤煙によって惹き起こされた肺病の最終段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
に彼女目身ある・貧しい被害者によって私に同じことが繰り返えされた。」勿

論，それは改善であって公害の完全防止ではなかったろうが，この闘争が資本

家に公害の自主規制を強制することにより一定の成果を獲得したことは首肯し

うるであろう。

　4．以後の公害観

　　　　　銅
　1921年論文で，カーペンターはイギリス史上の人民の公害観を概説し，1887

　　　　　　　　　鯛
年の煤煙公害防除法案に関する証言の議事録に，エドワード1世が煤煙を発散

させる建物は引き倒されるべしと布告したという記事があると述べ，それに全

面的に賛成したのである。彼の公害観・公害認識は，ついに，ここまできてい

たのである。これは，現代日本の反公害闘争者が工場＝公害であり公害＝工場

㈱William　Cobbet，地〃児〃es．ed．，by　G．D．H．＆M．Co1e，L㎝don，

　1930，Vol．II，p．608．

㈱1897年6月29日付のS∫宛の短い書翰。クレヅグ（Ald．Sir　Wm．C1egg～

　Po11ard，助．c〃．，p，103，256）がthe　League（P）の努力はユートピア的だと

　述べたのに対し反駁して書かれた。

㈱　偉Dを参照。

㈱　首都に関するそれで，貴族院で否決（川村，前掲稿，44－46頁）。
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であるとみなし企業誘致に反対するのとたいして変らたいであろう。カーペン

ター，齢78のことであった。

　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　しかも，後年の他の2編の論文から判るように，彼の公害研究は更に学際的

た方向をとっていった。それらは，公害の気象学的工学的側面を詳しく論じて

いる。

5．総括と課題

　Carpenter　Collectionの公害関係の文献は，19世紀末のシェフィールド勤

労民衆が体験した公害・都市間題等の日常生活困難の感覚や，腐朽燭熟した市

民社会に対する彼らの論理以前の批判的意識やを，かなり同質の同水準の位相

でカーペンター自身も共鳴共有し，彼の繊細な感受性と冴えた知性によって，

それらを更により高次の質のものに昇華し，彼の新聞への投稿を通じてそれを

民衆に共有してもらい，それが民衆の公害闘争・反対へ豚起する契機となりそ

れを推進する原動力とたった通時的経緯を物語っている。まさにこの脈絡の申

で，カーペンターは公害闘争の火付人であり扇動者であったのである。

　そして，カーペンターらのシェフィールド社会主義者達の反公害闘争は，次

の理由から，地方自治をめく｛るシェフィールド住民運動・市民運動であり，資

　　　　　　　　㈹本からの人間と自然の奪還としての階級闘争でもあった。まず，その闘争対象

が鉄鋼業の産業資本家層，その階級単独の行政執行機関タウソ・カウンシル及

㈱　THE　SMOKE　PAll：how　to　cleanse　Sheffield’s　air　〔cutting　from〕

　”e　Sゐe〃5e”D”ツTe2eξm〃，Jme1910；COAL　AND　WET　WEATH－
　ER：an　object　lesson　from　Sheffield〔cutting　from〕丁加Do〃ツMm5，

　June21．　1921．

ω　マルクス「労働はすべての富の源泉ではたい。自然もまた労働と同じ程度に・使

　用価値の源泉である（そして，物的富は，たしかにこれらの使用価値からなりたって

　いるのだ！）そして，労働そのものも一つの自然力すたわち人間労働力の発現にす

　ぎない。一・・そして，人間があらゆる労働用具と労働対象との第一の源泉たる自然

　に対して，はじめから所有者としてたいし，この自然を人間の所有物としてとりあ

　つかうかぎりで，人間の労働は，使用価値の源泉となり，したがってまた富の源泉

　となる。……」rゴータ綱領批判エルフルト綱領批判』，国民文庫，大月書店・

　1972年，36－37頁。
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　一橋研究第23号
び有給治安判事達の司法当局の複合体であったから。次に，闘争の担い手・支

持者は，水道・下水道・道路・ガス・街灯・公園・住宅・交通等の劣悪た都市

生活環境であった・鋼工場に近接した労働者街（アッタータリフ・ウォークリ

等）の住民（市政から排除された多数者）すなわち近代的賃金労働者であり，

その多くは公害被害者であり，公害は社会経済的現象でありその被害は社会的

階級的差別の結果であったから。最後に，資本はこのシェフィールド地域社会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
の人間労働力とそれを一部分とする自然（Natur）を収奪し搾取し破壊し汚染

し尽し，人問から大気・縁等の自然を強奪した（資本の地域独占）が故に。

　次に，カーペンターは，このキャンペインによって市民の間に公害反対の世

論を喚起し，公害発生者に公害の自主規制を強要することにより，シェフィー

ルド鉄鋼業の産業資本の蓄積運動のあり方・賃労働の生産活動のあり方（市民

社会の中の一地域社会のあり方）を問うことにもなったのである。

　しかし，この闘争だけで公害はなくならなかったのである。それは，現代に

至るまで新しい相貌において存続してきた。だから，自然と入間を破壊し尽し

　　　　　　　　　　　ω
て止まないsmoke　demonに対するr長征」が必要であった。

　そのようた長期の反公害闘争が要請されている状況にも拘らず，カーペンタ

ーの思想の多くは既に現代イギリス人の日常の思想にたってしまったと主張す
　曲
る者もあるが，現代イギリスが今なお多数の公害の防止に努めなければならな
　　　　　　　　　　㈹
いという動かし難い事実は磐石の重みをもってこの見解を退けるのである。か

くして，カーペンターの公害告発の澄んだ声は，’20世紀後半のグレイト・ブリ

テンの地にいよいよ大きく響き渡るのである。

　　　　　　　　　　幽
　ボラードは，彼の労作において，同じ89年中の勤労者の住宅獲得運動に紙自

ω　ファース・カレッジ講義中の言葉。

㈹　S．C．L．，oカ．c〃．，P．viii．

㈱　国立国会図書館調査立法考査局rイギリスの公害防止関係法制』1969年；テレソ

　ス・ペソディクソンr環境汚染対策に努力するイギリス」r英国だより』，第5巻第

　8号，1970年，1－8頁。
幽　　Pollard，oカ．　c〃．

㈹　　∫〃6．，P．l03．
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　　　　　　　　㈹
をさいておきながら，シェフィールド市民の問に広く深い反響を生み出したこ

の反公害闘争には一言も触れていたいのは一体どうしたことであろう。否，

1889年に煤煙公害そのものがあったという史実をすら無視している。労働者を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
歴史の主体として労働史の叙述へ正当に位置付けるという彼の方法的立場は，

一体どこへ消えてしまったのだろうか。イギリスの著名なこのマルキストも，

世界の経済学界を席巻し，GNPの飛躍的増大にのみたらず，この我々の地球

を回復しがたい人類史上未曽有の青地獄へ突き落した公害の激発にも貢献した

1950年代60年代の成長理論のvenomに汚染し尽くされていたというべきであ

ろうか。

　上来，私は，カーペンターの煤煙公害に関する所論を20世紀後半のこの日本

における一公害反対者としての自分自身の公害認識に照して裁断するという分

析手法をとった。筆者自ら本稿の欠陥（次の課題）として，以下ことを明示して

おきたい。それは、第一に，Carpenter　Collectionの公害関係の文献残り数点

を使いえたかったこと，第二に，この闘争がイギリス公害虫・公害闘争史，そ

の公害吏を裏面史とするイギリス産業史，及びその産業吏と公害吏の統一とし

てのイギリス資本主義発達史においていかたる歴史的位置と意義を占めたかを

解明していないこと，第三に，カーペンターの公害闘争や公害観が彼の思想的

営為と内的にどう連関しているかを探求していないこと，最後に第四に，資本

主義発展の段階と類型が異なれば，公害発生の段階も類型も違ってくることを

明確にしていたいこと，である。

〔造言己〕脱稿後，都築忠七rカーペンター研究のために」r創文』1972年5月号，2

　　－7頁，を入手した。カーペンターのいっそう内在的な理解の糧として，是非

　　この玉稿を参看されたい。

⑭⑤　∫あi∂．，P．vii．
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